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ステーションステーション

　
国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
に

な
っ
た
時
の
高
額
な
医
療
費
な
ど

に
備
え
る
た
め
の
相
互
扶
助
制
度

で
、
加
入
者
の
皆
さ
ま
が
納
付
す

る
国
民
健
康
保
険
税
や
国
・
県
か

ら
の
交
付
金
等
で
運
営
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る

と
医
療
費
の
支
払
い
に
不
足
が
生

じ
、
御
坊
市
国
民
健
康
保
険
の
財

政
運
営
に
重
大
な
支
障
を
き
た
し

ま
す
。
ま
た
、
納
付
さ
れ
た
方
と

公
平
を
欠
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

正
当
な
理
由
な
く
滞
納
し
た
場

合
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
10
割

と
な
る
「
特
別
療
養
費
」
の
対
象

と
な
っ
た
り
、
財
産
調
査
の
う
え

差
押
処
分
を
す
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
の
で
、
納
付
忘
れ
防
止
の
た

め
に
も
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
を
健
全
に
運
営

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の

ご
使
用
を
ご
検
討
く
だ
さ
い

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用

し
た
場
合
、
１
か
月
の
自
己
負
担

額
が
２
０
０
円
以
上
軽
減
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
方
へ
、
11
月
下
旬

か
ら
12
月
上
旬
頃
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
使
用
促
進
の
お
知
ら
せ

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
を
強
制
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
お
薬
に
よ
っ
て
は
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

が
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
切
り
替
え
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師

ま
た
は
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
　
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
☎
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
８
８

　
FAX
０
７
３
・
４
２
８
・
６
６
７
７

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

　
　
　
　
　
ご
加
入
の
皆
様
へ

納　期　限

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
　　　FAX0738-22-9991
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　８：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
※毎週火曜日９時から16時は、
　人権擁護委員が常駐しています。

◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　12月10日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　市民環境課
　　　☎0738-23-5506
　　　FAX0738-24-3255
　※行政相談委員が相談に応じます。

今月の納期限は12月25日（木）です
♢固定資産税（３期）
♢国民健康保険税（６期）
♢後期高齢者医療保険料（６期）
♢介護保険料（12月分）

国
民
健
康
保
険
税
を

納
め
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

し
、
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ま
が
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

国
民
健
康
保
険
税
の
期
限
内
納
付

に
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
　
保
険
年
金
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得

額
が
一
定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給

者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の

で
す
。
受
け
取
り
に
は
、
請
求
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

　
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
９
月
頃
に
請
求
可

能
な
旨
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
（
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　
　
請
求
手
続
き
に
つ
い
て

に
氏
名
等
を
記
入
し
、
日
本
年
金

機
構
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
令

和
８
年
１
月
５
日
（
必
着
）
ま
で

に
請
求
さ
れ
た
場
合
、
令
和
７
年

10
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　既
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を

受
け
取
っ
て
い
る
方
で
、
引
き
続
き

支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、

原
則
手
続
き
は
不
要
で
す
。

対

　支
給
要
件

①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
で
、
次
の
⑴
〜
⑶
の
要
件

を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
方

⑴
65
歳
以
上

⑵
世
帯
全
員
の
市
民
税
が
非
課
税

⑶
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の

所
得
額
の
合
計
が
約
90
万
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
で
、
前
年
の
所
得
額
が
約

４
７
９
万
円
以
下
の
方

③
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
で
、
前
年
の
所
得
額
が
約

４
７
９
万
円
以
下
の
方

※
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省

を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
　
給
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　
☎
０
５
７
０
・
０
５
・
４
０
９
２

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
番
号
の
方

（
一
般
電
話
）

　
☎
０
３
・
５
５
３
９
・
２
２
１
６

　
　
保
険
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

時
　
１
月
15
日
（
木
）

　
　
10
時 

〜 

11
時
30
分

　
　
13
時 

〜 

15
時

場
　
市
役
所
１
階
会
議
室
101
・
102

申
　
田
辺
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
３
９
・
２
４
・
０
４
３
２

※
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

（
相
談
日
の
１
か
月
前
か
ら
予
約

を
受
付
し
て
い
ま
す
）

問
　
保
険
年
金
課 

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

年
金
相
談
会
の
お
知
ら
せ

ステーションステーション

「
燃
え
る
ご
み
」
を
出
す
日

◯
日
・
水
曜
日
に
ご
み
を
出
す
地
域

　
年
末
…
12
月
28
日
（
日
）

　
年
始
…
１
月
４
日
（
日
）

◯
月
・
木
曜
日
に
ご
み
を
出
す
地
域

　
年
末
…
12
月
29
日
（
月
）

　
年
始
…
１
月
５
日
（
月
）

し
尿
収
集
（
く
み
取
り
）

◯
12
月
26
日
（
金
）
ま
で
は
、
通

常
ど
お
り
実
施

◯
12
月
27
日
（
土
）
か
ら
１
月
４

日
（
日
）
ま
で
休
み

※
し
尿
収
集
受
付
は
、
年
末
は
12
月

22
日（
月
）ま
で
、
年
始
は
１
月
５

日（
月
）か
ら
で
す
。
事
業
者
に

よ
っ
て
は
日
程
が
異
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
事
業

者
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

斎
場
　
１
月
１
日
（
木
）
は
休
み

問
　
市
民
環
境
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

　
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
に

加
入
す
る
配
偶
者
の
健
康
保
険
被

扶
養
者
で
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
妻
（
夫
）
は
、
第
３
号
被
保
険

者
と
な
り
、
国
民
年
金
保
険
料
は

配
偶
者
が
加
入
す
る
年
金
制
度
が

一
括
負
担
し
ま
す
。

　
し
か
し
次
の
場
合
、
第
３
号
被

保
険
者
か
ら
、
国
民
年
金
保
険
料

を
被
保
険
者
自
身
が
納
め
な
く
て

は
な
ら
な
い
第
１
号
被
保
険
者
へ

の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

対
　

①
会
社
員
ま
た
は
公
務
員
の
夫

（
妻
）
が

⑴
退
職
し
た 

⑵
脱
サ
ラ
し
て
自
営
業
を
始
め
た

⑶
65
歳
に
な
っ
た

⑷
亡
く
な
っ
た

②
会
社
員
ま
た
は
公
務
員
の
夫

（
妻
）
と
離
婚
し
た

③
妻
（
夫
）
自
身
の
年
収
が
増
え

飲
酒
運
転
を
絶
対
に

し
な
い
、
さ
せ
な
い
！

　
12
月
１
日
（
月
）
か
ら
10
日

（
水
）
ま
で
の
10
日
間
、
わ
か
や
ま

冬
の
交
通
安
全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
忘
年
会
等
で
飲
酒
の
機
会
が
増
え

る
時
期
で
す
。
飲
酒
運
転
は
重
大
な

事
故
に
つ
な
が
る
悪
質
な
犯
罪
で

す
。
「
飲
酒
運
転
を
絶
対
に
し
な

い
、
さ
せ
な
い
」
と
い
う
飲
酒
運
転

を
許
さ
な
い
環
境
づ
く
り
に
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
夕
暮
れ
時
や
夜
間
は
、
明

る
い
色
の
服
装
や
反
射
材
等
を
活
用

し
、
交
通
事
故
防
止
を
心
が
け
ま

し
ょ
う
。

街
頭
啓
発
活
動

時
　
12
月
１
日
（
月
）
10
時
40
分

場
　
オ
ー
ク
ワ 

ロ
マ
ン
シ
テ
ィ
御
坊
店

問
　
市
民
環
境
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
６

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
３
２
５
５

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り

市
民
環
境
課
か
ら
の

　
　年
末
年
始
の
お
知
ら
せ

わ
か
や
ま
冬
の
交
通
安
全
運
動

て
、
配
偶
者
の
健
康
保
険
の
被

扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
た 

な
ど

保
険
料
額
（
令
和
７
年
度
）

　
月
額
１
７
，５
１
０
円

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
等
）

②
扶
養
か
ら
は
ず
れ
た
日
の
わ
か

る
書
類
の
写
し
（
健
康
保
険
被

扶
養
者
資
格
喪
失
証
明
書
等
）

問
　
保
険
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

　
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ

れ
の
申
請
年
度
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
や
、
失
業
等
の
事
由
が
あ

る
場
合
に
、
保
険
料
の
全
額
ま
た
は
一

部
が
免
除
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
一
部

免
除
は
、
減
額
さ
れ
た
保
険
料
を
納
め

な
い
と
未
納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
一
部
免
除
に
は
、
４
分
の
３
免

除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除

が
あ
り
ま
す
。

〇
国
民
年
金
手
続
き
の
電
子
申
請

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し

て
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
国
民
年
金

の
電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
次
の
二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
保
険
年
金
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

　
FAX
０
７
３
８
・
２
４
・
２
８
９
０

配
偶
者
の
扶
養
を
は
ず
れ
た
20
歳
以
上

　
　60
歳
未
満
の
妻
（
夫
）
の
皆
様
へ

種　類

資源ごみ

小型プラスチックごみ

燃えないごみ

燃える大型ごみ

燃えない大型ごみ

12月

２日(火)

９日(火)

16日(火)

23日(火)

―

１月

６日(火)

13日(火)

20日(火)

―

27日(火)

御坊広域清掃センター
「直接持込」

※12月27日（土）以降は市役所が閉
庁になります。直接持込希望の方
は、御坊広域清掃センターへごみを
直接持ち込み、清掃センターの受付
にある「搬入許可申請書」で申請し
てください。事前に申請書を市民環
境課またはホームページ等で入手
し、記入しておくと受付がスムーズ
です。

１月５日（月）～

12月31日（水）　
　～１月４日（日）

12月28日（日）

12月29日（月）

通常受付

8：00～11：0012月30日（火）

通常受付

休み

８：00～11：30
（日曜開放日）

日　程 時　間

市民環境課
☎0738-23-5506
FAX0738-24-3255

不燃・大型ごみ
を出す日

国
民
年
金
保
険
料
の

　免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
！

12月18日（木）～１月21日（水）

御坊市文化協会
御坊まちかどミュージアム

洋画サークル 虹

紀陽銀行御坊支店
南側ショーウインドー

広報ごぼう 令和７年12月号広報ごぼう 令和７年12月号9


